
 
 
 
 
 
 

株式会社岡本工作機械製作所不当労働行為救済申立事件(令和２年(不)第１号) 
について命令書を交付しました。 

 
 
 
 
１ 当事者 

(1) 申立人：群馬合同労働組合(高崎市柴崎町)(以下「Ｘ組合」という。） 

(2) 被申立人：株式会社岡本工作機械製作所(安中市郷原)(以下「Ｙ会社」という。） 

 

２ 事案の概要 

    Ｚ会社（Ｙ会社とは別の会社）は、Ｙ会社からＹ会社の工場での構内業務を請け負っていました。

その関係の下で、当時Ｚ会社の従業員であった組合員Ａは、同工場で勤務していました。本件は、令

和２年２月２７日、Ｘ組合から、当該組合員Ａに関する以下の２つの主張に基づいて救済申立てがあ

ったものです。 

(1）労働組合法第７条第１号違反に関する主張 

令和元年６月、Ｙ会社の女性従業員から、Ｙ会社に対し、Ｚ会社の従業員（組合員Ａ）から個人情

報を探られているようである等の報告がありました。これを受けて、同月２６日、Ｙ会社は、Ｚ会社

に対し「当社社員に対するセクハラ（ストーカー行為）について」と題する文書（以下「本件文書」

という。）を手交し、事実の調査や、事実が判明した場合には当該者のＹ会社への出入りを禁止にす

る等の処分をすることを依頼しました。Ｘ組合は、このことが組合員Ａの就労を不当に阻害する不当

労働行為に該当すると主張しました。 

(2) 労働組合法第７条第２号違反に関する主張 

Ｘ組合は、令和元年６月２８日以降、Ｙ会社に対し、本件文書の撤回や道路交通法違反の是正等を

要求事項として複数回団体交渉を申し入れました。Ｙ会社は、この申入れのうち４回の申入れについ

て、自らが組合員Ａの使用者でないことや別途団体交渉を行ったなどを理由に、申入れに応じません

でした。Ｘ組合は、これが、団体交渉を不当に拒否する不当労働行為に該当すると主張しました。 

 

３ 判断の要旨 

(1）労働組合法第７条第１号違反に係る判断について 

労働組合法上の「使用者」とは、原則として労働契約上の雇用主を意味しています。一方で、雇用

主以外の者でも、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している

といえる者は、その限りにおいて「使用者」に当たると考えられます。 

本件では、Ｙ会社は組合員Ａの雇用主ではなく、また、上記のように雇用主と同視できるという事

情も認められないことから、不当労働行為は成立しません。 

(2) 労働組合法第７条第２号違反に係る判断について 

 Ｘ組合の要求事項のうち、本件文書に関わる部分については、(1)の判断のとおり、Ｙ会社が「使用

者」に該当しないことから不当労働行為は成立しません。一方で、道路交通法違反の是正等に関する

部分については、Ｙ会社が組合員Ａに対し日常的な業務指示をしていたこと等から、Ｙ会社に団体交

渉に応じる義務があったといえます。 

 しかしながら、道路交通法違反等に関することは、別途団体交渉が開催されており、Ｙ会社も是正

措置を講じていたこと等から、労働委員会としてＹ会社に命令を出す必要性はないと判断しました。 

 

４ 主文の内容 

本件申立てを棄却します。 

 

令和３年３月１６日 
労働委員会事務局 
管理課審査係 小池 
内線：２７８５ 

 群馬県労働委員会は、令和３年３月１５日、標記事件に関する申立ての棄却を内容とする命

令書を当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。 



 
 
【参 考】 
 １ 不当労働行為とは 

不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に

定められている制度です。労働組合法第７条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような

行為を「不当労働行為」として禁止しています。 
 
〔不当労働行為として禁止される行為〕 
 （１）組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止（第１号） 

ア 労働者が、 
・ 労働組合の組合員であること 
・ 労働組合に加入しようとしたこと 
・ 労働組合を結成しようとしたこと 
・ 労働組合の正当な行為をしたこと 

を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。 
イ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。  

 （２）正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止（第２号） 

 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。 
※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと（「不誠実団交」）

も、これに含まれる。  
 （３）労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止（第３号） 

ア 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。 
イ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。  

 （４）労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止（第４号） 
 
 ２ 再審査の申立て期間 
     命令書が交付された日の翌日から起算して１５日以内に中央労働委員会に再審査の申立てができ

ます。 
 
 ３ 取消訴訟の出訴期間 
 （１）使用者の場合  ・・・命令書が交付された日の翌日から起算して３０日以内 
 （２）組 合 の 場 合 ・・・命令書が交付された日の翌日から起算して６か月以内 
 
 
 
 
 


